
社会福祉施設等の耐震化等の整備

火災発生や地震発生時に自力で避難することが困難な方が多く入所される
社会福祉施設等の安全・安心を確保するため、都道府県に基金を造成するな
どによって、耐震化及びスプリンクラー等の整備を促進する。

昭和５６年以前の建物は、大きな地震に耐えられない可能性
が高いと言われており、従来、老朽施設等の耐震化整備の優先
採択を行うなど、その整備の促進を図ってきたが、入所者の防
災対策を一層進める観点から、耐震化整備を図る。

耐震化整備

消防法施行令の一部改正に伴い、主として要介護状態にある
方又は重度の障害者等が入所される施設で延べ２７５㎡以上の
施設は、スプリンクラーの設置が義務づけられたことから、防
火安全対策の観点から、スプリンクラー整備を図る。

スプリンクラー
整備

※ 補助率１／２のほか、耐震化及びスプリンクラー整備については、地方負担の軽減措置（地域活性
化・公共投資臨時交付金（内閣府）を活用）、（独）福祉医療機構融資の融資率及び貸付利率の優遇
等を図る。
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